
申告相談が必要な方

　①事業所得（自営業・農業）、不動産所得、配当所得、

　　　山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得（年金

　　　等）のある方

　②給与を受けている方で、事業所得がある場合

　③給与を受けている方で年末調整を受けていなか

　　った場合や、医療費控除を受ける場合

申告相談が不要な方

　①給与所得のみで、年末調整を受けられた方

　②所得税の確定申告書を提出、又は提出予定の方

　③農業で販売のない方（自家消費のみの方）

申告相談に必要な書類等

　①確定申告書（税務署から送付されている方のみ）

　②印鑑および預金通帳

　③給与所得、年金等の源泉徴収票（給与、公的年金・

　　　個人年金等受給者）

　④雇い主の発行した賃金支払明細書（日雇、パート

　　　等賃金雇用労働者）

　⑤国民年金保険料等の納付済証明書

　⑥生命保険料、個人年金保険料の支払証明書

　⑦地震保険料の支払証明書（地震保険、平成18年12

　　　月31日までに締結した長期損害保険）

　⑧医療費の領収書（高額医療、生命保険等の補填金

　　　額を差し引いた実支払額が、所得額の５％また

　　　は10万円を超える方）

　⑨寄付金の領収書(地方公共団体、共同募金会、日本

　　　赤十字社、政党等)

　⑩不動産等を譲渡された方は、支払調書または契約

　　　書、その他手数料等のわかるもの

　⑪その他営業等は収入、支出のわかるもの

　⑫農業所得は「収支計算」方式による、収入、支出の

　　　わかる事前に準備をしたもの（営農貯金明細表、

　　　農業に要した雇い人費・支払った小作料の領収

　　　書、農機・トラック等購入の領収書、車検費用の

　　　明細書及び領収書）

　⑬住宅借入金等特別控除（平成22年分新規）を受け

　　　る方は、源泉徴収票、住民票の写し、登記簿謄本、

　　　契約書、年末の借入残高の証明書、増改築等工

　　　事証明書など

注意事項
　※　期限内に正しい申告をされないと、無申告加算

　　　税、延滞税がかかります。

　※　収入がない方でも申告が必要な場合があります。

　　　（国民健康保険税の軽減を受ける方。所得証明

　　　が必要な方など）

　※　期限経過後の所得税の申告は、理由を問わず役

　　　場税務課では申告ができません。

　※　還付を受けるための申告は、１月から提出でき

　　　ます。税務署へ直接郵送することもできます。

　　　役場では、２月10日（法勝寺庁舎）、14日（天萬

　　　庁舎）に相談をお受けします。

　※　申告をされていない方で、収入や所得が（特に

　　　個人年金、生命保険契約等満期一時金など）判

　　　明した時には、町県民税を課税しますのでご注

　　　意ください。

昨年と比べて変わったところ　

　○　寄附金控除の適用下限額の改正

　　・寄附金控除について、適用下限額が２千円（改

　　　正前：５千円）に引き下げられました。

　○　政党等寄附金特別控除の適用下限額の改正

　　・平成26年12月31日までに支出した寄附金に係

　　　る政党等寄附金特別控除について、税額控除の

　　　計算の対象となる政党等に対する寄附金の適

　　　用下限額が２千円（改正前：５千円）に引き下げ

　　　られました。

　○　特定の居住用財産の買換え（交換）の場合の長

　　　期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の

　　　譲渡に対する対価の額が2億円以下であること

　　　の要件が追加された上、その適用期間が2年延

　　　長されました。

　○　居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損

　　　益通算及び繰越控除及び特定居住用財産の譲

　　　渡損失の損益通算及び繰越控除について、その

　　　適用期限が2年延長されました。

　○　金融商品取引所又は店頭で取引されるカバー

　　　ドワラントの差益等決済が、先物取引に関する

　　　支払調書制度等の対象に追加されました。

　○　先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に、

　　　居住者等が金融商品取引所で取引されるカバ

　　　ードワラントの差益等決済をした場合におけ

　　　る雑所得等が加えられました。
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